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議  案  第 １７号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例に

ついて 

 

姫路市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を次のように制定

する。 

 

姫路市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

  第１節 利用定員に関する基準（第４条） 

第２節 運営に関する基準（第５条―第３３条） 

第３章 雑則（第３４条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」

という。）第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定に基づき、特定

乳児等通園支援事業（特定乳児等通園支援（法第３０条の２０第１項に規定する特

定乳児等通園支援をいう。以下同じ。）を行う事業をいう。以下同じ。）の運営に

関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び児童福祉法（昭和２２年法律第１
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６４号）において使用する用語の例による。 

（一般原則） 

第３条 特定乳児等通園支援事業者（法第５４条の３に規定する特定乳児等通園支援

事業者をいう。以下同じ。）は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経

済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提

供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく

確保されることを目指さなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給

対象小学校就学前子ども（法第３０条の１４に規定する支給対象小学校就学前子ど

もをいう。以下同じ。）の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学

前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければならな

い。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い

、都道府県、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、特定教育・保育施設等（法第

２７条第１項に規定する特定教育・保育施設及び法第２９条第１項に規定する特定

地域型保育事業者をいう。以下同じ。）、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子

ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給

対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等

必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支

援事業を行う事業所（以下「特定乳児等通園支援事業所」という。）の職員に対し

、研修の実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、その運営について、姫路市暴力団排除条例（平成

２４年姫路市条例第４９号）第７条の暴力団及び暴力団員並びにこれらのものと社

会的に非難されるべき関係を有する者の支配を受けてはならない。 

第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準 
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 （利用定員） 

第４条 特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第５４条の２第 

１項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。）を定めるものとする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども（法第３０条の１６に

規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。）が当該特定乳児等通園支

援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事

業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して１月当たりの利用定員を定め

るものとする。 

第２節 運営に関する基準 

（面談） 

第５条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等

通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初

に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども

及びその保護者の心身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握

するための当該保護者との面談（映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に

認識しながらする通話を含む。）を行わなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、第

２０条に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１３条の規定により当該

特定乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定

乳児等通園支援に関する重要事項を記載した文書を交付しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事項を説明し

、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なければ

ならない。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止） 

第６条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者（法第３０条の１

５第３項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。）から利用の申

込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

（あっせん及び要請に対する協力） 
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第７条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用につ

いて法第５４条の３において準用する法第５４条第１項の規定により市町村が行う

あっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

（乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認） 

第８条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等

通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初

に特定乳児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法第３０

条の１５第３項に規定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、子ども・

子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第２８条の２４各号に掲げ

る事項を確認するものとする。 

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助） 

第９条 特定乳児等通園支援事業者は、法第３０条の１５第１項の認定（以下この条

において「乳児等支援給付認定」という。）を受けていない保護者から利用の申込

みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申

請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第１０条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、

乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定

子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援

の利用状況その他の教育・保育等（法第５６条第１項に規定する教育・保育等をい

う。）の利用の状況の把握に努めなければならない。 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第１１条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提

供される法第２７条第１項に規定する特定教育・保育及び法第２９条第１項に規定

する特定地域型保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子どもに係 

る情報の提供その他特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければならない。 

（特定乳児等通園支援の提供の記録） 

第１２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供
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した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

（支払） 

第１３条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第３０条の２０第５項（

法第３０条の２１第３項において準用する場合を含む。）の規定により市町村が支

払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に

代わり特定乳児等通園支援事業者が受領することをいう。次条において同じ。）を

受けないときは、乳児等支援給付認定保護者から、当該特定乳児等通園支援に係る

特定乳児等通園支援費用基準額（法第３０条の２０第３項に規定する額をいう。次

項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支

援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必要

であると認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用として見

込まれるものの額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金額の範囲

内で設定する額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園

支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を乳

児等支援給付認定保護者から受けることができる。 

⑴ 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用 

⑵ 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用 

⑶ 食事の提供に要する費用 

⑷ 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要

する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるものに係

る費用であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認められ

るもの 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費

用の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を交付

しなければならない。 
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５ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項及び第３項の金銭の支払を求める際は、あ

らかじめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支払を

求める理由について書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認定保護

者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第３項の

規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。 

（乳児等支援給付費の額に係る通知等） 

第１４条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援に

係る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、

当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければなら

ない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に係

る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、利用

時間、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援提供証

明書を乳児等支援給付認定保護者に対して交付しなければならない。 

（特定乳児等通園支援の取扱方針） 

第１５条 特定乳児等通園支援事業者は、姫路市児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成２８年姫路市条例第６８号）第３８条に規定する指針に

準じ、乳児等通園支援事業（児童福祉法第６条の３第２３項に規定する乳児等通園

支援事業をいう。）の特性に留意して、支給対象小学校就学前子ども及びその保護

者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければなら

ない。 

（特定乳児等通園支援に関する評価等） 

第１６条 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質

の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果

を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

（相談及び援助） 

第１７条 特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその保
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護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把握に

努め、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応じると

ともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第１８条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を行

っているときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な

場合は、速やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を

行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（乳児等支援給付認定保護者に関する市町村への通知） 

第１９条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等支

援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によっ

て乳児等支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を

付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

（運営規程） 

第２０条 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程（第２３条において「運営規程」という。）を定めておかなければな

らない。 

 ⑴ 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 

 ⑵ その提供する特定乳児等通園支援の内容 

 ⑶ 職員の職種、員数及び職務の内容 

 ⑷ 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

 ⑸ 第１３条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類

、支払を求める理由及びその額 

 ⑹ 第４条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員 

 ⑺ 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当

たっての留意事項 

 ⑻ 緊急時等における対応方法 

 ⑼ 非常災害対策 
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 ⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 ⑾ その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２１条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切な

特定乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所ごと

に職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳児

等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならない。

ただし、特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この

限りでない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上の

ために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（利用定員の遵守） 

第２２条 特定乳児等通園支援事業者は、第４条第１項の規定により定める１時間当

たりの利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。 

（掲示等） 

第２３条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所

に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１３条の規定により乳児等支援給付認

定保護者から支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通

園支援事業所の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信

回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として

公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当す

るものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。 

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第２４条 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍

、信条、社会的身分又は第１３条の規定による支払の状況によって、差別的取扱い

をしてはならない。 

（虐待等の禁止） 
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第２５条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、

児童福祉法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定

子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（秘密保持等） 

第２６条 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その

業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならな

い。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、

正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の

秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援

事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等支援

給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該乳児等

支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかなければな

らない。 

（情報の提供等） 

第２７条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用し

ようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、その希

望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるように、そ

の提供する特定乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければ

ならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告をす

る場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第２８条 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第５９条第１号に規定

する事業をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（次項において

「利用者支援事業者等」という。）、教育・保育施設、地域型保育事業者（地域型

保育を行う事業者をいう。同項において同じ。）若しくは乳児等通園支援事業者（
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乳児等通園支援を行う事業者をいう。同項において同じ。）又はその職員に対し、

支給対象小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定乳児等通園支援事業者

を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型保

育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就学前

子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収

受してはならない。 

（苦情解決） 

第２９条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する

乳児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等支援

給付認定子どもの家族（以下この条において「乳児等支援給付認定子ども等」とい

う。）からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口

の設置その他の必要な措置を講じなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内

容その他の事項を記録しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等

支援給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよう努

めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第３

０条の１３において準用する法第１４条第１項の規定により市町村が行う報告若し

くは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員からの

質問若しくは特定乳児等通園支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検

査に応じ、及び乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が行う調査

に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言

に従って必要な改善を行わなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善

の内容を市町村に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 
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第３０条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその 

自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３１条 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発

生の防止のための指針を整備すること。 

⑵ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事

実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備するこ

と。 

⑶ 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通

園支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村及び当該乳児等支援給 

付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついて記録しなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通

園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わな

ければならない。 

（会計の区分） 

第３２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他の

事業の会計と区分しなければならない。 

（記録の整備等） 

第３３条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及

び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通

園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から５年間保存し

なければならない。 
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⑴ 第１５条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画 

⑵ 第１２条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録 

⑶ 第１９条の規定による市町村への通知に係る記録 

⑷ 第２９条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑸ 第３１条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての

記録 

第３章 雑則 

（電磁的記録等） 

第３４条 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するも

ののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本

、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記

載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）により行うことが

規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記

録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう

。以下この条において同じ。）により行うことができる。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出につ

いては、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交

付又は提出に代えて、第４項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保護者の

承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」とい

う。）を電子情報処理組織（特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と

、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した

電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）を使用する方法その他の情

報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁

的方法」という。）により提供することができる。この場合において、当該特定乳

児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出したものとみなす。 

⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保
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護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信

者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

記録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の閲覧

に供し、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該

乳児等支援給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法（電磁的

方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては

、特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

その旨を記録する方法） 

⑵ 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファ

イルに記載事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出力

することにより文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項の規定により記載事項を提供しようとする

ときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対し、

その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法によ

る承諾を得なければならない。 

⑴ 第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの 

⑵ ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給付

認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の

申出があったときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第２項に規定する記

載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等支援給付

認定保護者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得に

ついて準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提出」とあり、

及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」と

あるのは「書面等による同意」と、「第４項」とあるのは「第６項において準用す
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る第４項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出

した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同

意に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けな

い」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得る」と、第３項中「

前項各号」とあるのは「第６項において準用する前項各号」と、第４項中「第２項

」とあるのは「第６項において準用する第２項」と、「記載事項を提供しよう」と

あるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得よう

とする」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項において準用する第

２項各号」と、前項中「前項」とあるのは「第６項において準用する前項」と、「

提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第２項に規定する記載事項

の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読み替え

るものとする。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議  案  第 １８号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市防災会議条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市防災会議条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市防災会議条例の一部を改正する条例 

姫路市防災会議条例（昭和３８年姫路市条例第４０号）の一部を次のように改正す

る。 

第４条第２項中「及び」を削り、「委嘱」を「委嘱し、」に改める。 

第５条第２項中「委嘱」を「委嘱し、」に改める。 

第６条を第８条とし、第５条の次に次の２条を加える。 

（部会） 

第６条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指

名する者がその職務を代理する。 

 （庶務） 

第７条 防災会議の庶務は、政策局において処理する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議  案  第 １９号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市行政手続条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市行政手続条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市行政手続条例の一部を改正する条例 

姫路市行政手続条例（平成９年姫路市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第１４条第３項中「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該

行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該

行政庁の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の方法」に改め、同項後段を削り

、同条に次の１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第１

項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載

した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項において「公示事項」という

。）を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く

とともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又

は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をす

ることができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。この場合にお

いては、当該措置を開始した日から２週間を経過したときに、当該通知がその者に

到達したものとみなす。 

第１５条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

第２１条第３項中「第１４条第３項」及び「同条第３項」の次に「及び第４項」を

、「と、」の次に「同項中」を加え、「掲示を始めた日から２週間を経過した」を削

り、「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」に改める。 
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第２８条中「第１４条第３項及び」の次に「第４項並びに」を加え、「「同項第３

号」を「同条第４項中「第１項第３号」に、「同条第３号」を「第２７条第３号」に

、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第１４条第３項後段」を「第１４

条第４項後段」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の姫路市行政手続条例第１４条第３項及び第４項（これら

の規定を同条例又は他の条例において準用する場合を含む。）の規定は、この条例

の施行の日以後にする通知について適用し、同日前にした通知については、なお従

前の例による。 
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議  案  第 ２０号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につ 

いて 

 

姫路市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

姫路市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

姫路市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１８年姫路市条例第６号）の一部を

次のように改正する。 

第２条に次の１号を加える。 

(31) 災害応急作業等手当 

第３条第２項第１号中「２７０，９００円」を「２７７，３００円」に改め、同項

第２号中「２２７，５００円」を「２３３，８００円」に改める。 

第３２条の次に次の１条を加える。 

（災害応急作業等手当） 

第３２条の２ 災害応急作業等手当は、消防職員が消防組織法（昭和２２年法律第２

２６号）第４５条に規定する緊急消防援助隊として、異常な自然現象若しくは大規

模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭

難救助又は通信施設の臨時設置、運用若しくは保守の作業に従事した場合（第３０

条から前条までに規定する特殊勤務手当の支給を受ける場合を除く。）に支給する。 

２ 前項の手当の額は、作業に従事した日１日につき８４０円（大規模な災害として

規則で定める災害に係る作業に従事した場合にあっては、１，０８０円）とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、作業が著しく危険であるとして規則で定める区域で行
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われた場合の第１項の手当の額は、前項に定める額にその１００分の１００に相当

する額を加算した額とする。 

第３４条第１項中「第３２条」を「第３２条の２」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第３条第２項の規定は、この条例の施行の日以後の勤務

に係る医師手当の支給について適用し、同日前の勤務に係る医師手当の支給につい

ては、なお従前の例による。 
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議  案  第 ２１号   

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

公益的法人等への姫路市職員の派遣に関する条例の一部を改正する条 

例について 

 

公益的法人等への姫路市職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定する。 

 

公益的法人等への姫路市職員の派遣に関する条例の一部を改正する条 

例 

公益的法人等への姫路市職員の派遣に関する条例（平成１４年姫路市条例第２号）

の一部を次のように改正する。 

第４条中「給料（教職調整額を含む。）、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末

手当」を「姫路市職員給与条例（昭和２９年姫路市条例第１８号）第２条又は姫路市

立学校職員の給与に関する条例（昭和３１年姫路市条例第３３号）第２条の２に規定

する給与について、」に改める。 

第５条中「（昭和２９年姫路市条例第１８号）」及び「（昭和３１年姫路市条例第

３３号）」を削る。 

第８条中「給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当」を「企業職員の給

与の種類及び基準を定める条例（昭和２８年姫路市条例第２８号）第２条第１項に規

定する給与」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議  案  第 ２２号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例について 

 

姫路市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定する。 

 

姫路市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 

第１条 姫路市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年姫路市

条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１号中「２６４，７００円」を「３０５，６００円」に、「５７３，２

００円」を「５９５，０００円」に改め、同条第２号中「１６１，７００円」を「

１９５，２００円」に、「３８２，０００円」を「３９６，５００円」に改め、同

条第３号中「１６２，１００円」を「１９５，８００円」に、「３８２，０００円

」を「３９６，５００円」に改める。 

第５条の表第８条第６項の項中「第８条第６項」を「第８条第８項」に改め、同

表第８条第７項の項中「第８条第７項」を「第８条第９項」に改め、同表第１５条

の４第２項各号列記以外の部分の項中「１００分の１０２．５」を「１００分の１

０７．５」に改める。 

第８条の表第１５条の４第２項各号列記以外の部分の項中「１００分の１０２．

５」を「１００分の１０７．５」に改め、同表第１８条第１項の項通勤手当（自動

車等に係る通勤手当を除く。）、期末手当及び勤勉手当の目右欄中「期末手当」の

次に「及び勤勉手当」を加える。 
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第１５条第１項の表第８条第５項の項の次に次のように加える。 

第８条第６項及び第７項 通勤手当 通勤に係る費用弁償 

第１５条第１項の表第８条第６項の項中「第８条第６項」を「第８条第８項」に

改め、同表第８条第７項の項中「第８条第７項」を「第８条第９項」に改める。 

第２条 姫路市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

第５条の表第１５条の４第２項各号列記以外の部分の項及び第８条の表第１５条

の４第２項各号列記以外の部分の項中「１００分の１０７．５」を「１００分の１

０６．２５」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月１

日から施行する。 

２ 第１条の規定（第４条第１号から第３号までの改正規定並びに第５条の表第１５

条の４第２項各号列記以外の部分の項及び第８条の表第１５条の４第２項各号列記

以外の部分の項の改正規定に限る。次項において同じ。）による改正後の姫路市会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（次項において「改正後の条例」

という。）の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正前の姫路市会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与

は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （規則への委任） 

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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議  案  第 ２３号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市財産区管理会条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市財産区管理会条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市財産区管理会条例の一部を改正する条例 

姫路市財産区管理会条例（昭和３８年姫路市条例第３２号）の一部を次のように改

正する。 

 第３条中「３箇月」を「３か月」に改め、「（世帯主）」を削り、同条に次の１項

を加える。 

２ 市長は、委員に欠員が生じたときは、前項に定めるところにより委員を補充しな

ければならない。この場合において、補充された委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

 第１０条を第１２条とする。 

 第９条中「又は処分で管理会の同意を要するものは、次の」を「及び処分のうち、

地方自治法第２９６条の３第１項の規定により管理会の同意を得なければならないも

のは、次に掲げる」に改め、同条各号を次のように改める。 

 ⑴ 財産に関する事項であって、次に掲げるもの 

  ア 財産の全部又は一部の処分 

イ 不動産の貸付け（貸付期間が１年を超えるもの又は無償若しくは減額による

ものに限り、電柱、電話柱その他の公益的施設の設置に係るものを除く。） 

  ウ 財産に係る私権の設定（ア又はイに該当するものを除く。） 

  エ １件につき１ヘクタールを超える伐採、間伐その他の森林の管理行為 

  オ 地方自治法第２３８条の６第１項に規定する権利の変更又は廃止 
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 ⑵ 契約に関する事項であって、次に掲げるもの 

  ア 工事又は製造の請負で予定価格が２００万円を超えるもの 

  イ 工事又は製造の請負以外の契約で予定価格が１００万円を超えるもの 

 ⑶ 使用料に関する事項 

 ⑷ この条例の改廃に関する事項 

 ⑸ その他市長が財産区の運営上重要と認める事項 

 第９条を第１１条とする。 

 第８条中「前３条」を「前４条」に改め、同条を第１０条とし、同条の前に次の１

条を加える。 

 （会議の特例） 

第９条 会長は、軽微な事項を審議するとき、又は緊急の必要があり、管理会を招集

する時間的余裕がないときその他やむを得ない事由があるときは、書面又は電磁的

方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない

方法をいう。次項において同じ。）により、委員に意見を徴し、又は賛否を問い、

その結果をもって議決に代えることができる。 

２ 前２条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的方法による審議について準用

する。この場合において、前条第１項中「管理会は」とあるのは「管理会の会議に

おける審議は」と、「が出席しなければ会議を開くことができない」とあるのは「

から書面又は電磁的方法により回答がなければ成立しない」と、同条第２項中「会

議に出席し、発言する」とあるのは「意見を提出する」と、同条第３項中「出席委

員」とあるのは「書面又は電磁的方法により回答のあった委員」と読み替えるもの

とする。 

第７条第１項中「４人」の次に「（伊勢財産区管理会にあっては、３人）」を加え

、同項に次のただし書を加える。 

ただし、次項の規定による除斥のため４人（伊勢財産区管理会にあっては、３人

）に達しないときは、この限りでない。 

 第７条を第８条とし、第６条を第７条とする。 

 第５条第３項中「、又は会長が欠けたとき」を削り、同項に次のただし書を加える。 
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  ただし、会長が指定することができない場合は、年長の委員がその職務を代理す

る。 

 第５条に次の１項を加える。 

４ 会長が欠けたときは、年長の委員がその職務を代理する。 

 第５条を第６条とする。 

第４条第１項中「委員が」を「委員は、」に、「ないとき」を「なくなったとき」

に改め、同項中段及び後段を削り、同条第２項中「おいては、委員は第７条第２項」

を「おいて、当該被選挙権の資格の決定を受けようとする委員（以下この項において

「当該委員」という。）は、第８条第２項」に、「関し弁明することはできるが決定

に加わることができない」を「ついて弁明することができる」に改め、同項に次のた

だし書を加える。 

ただし、当該委員は、前項の規定による決定に加わることはできない。 

第４条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 委員が被選挙権を有する者であるかどうかの決定は、公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第１１条、第１１条の２若しくは第２５２条又は政治資金規正法（

昭和２３年法律第１９４号）第２８条の規定に該当するため被選挙権を有しない場

合を除くほか、管理会がこれを行うものとし、出席委員の３分の２以上の多数によ

りこれを決定する。 

 第４条を第５条とし、第３条の次に次の１条を加える。 

 （委員の辞職） 

第４条 委員は、管理会の同意を得て辞職することができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第３条の規定は、この条例の施行の日以後に選任される

財産区管理委員について適用し、同日前に選任された財産区管理委員については、

なお従前の例による。 
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議  案  第 ２４号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市立公民館条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市立公民館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

   姫路市立公民館条例の一部を改正する条例 

 姫路市立公民館条例（昭和６０年姫路市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

姫路市立香呂南公民館 姫路市香寺町須加院３７７番地 

 別表第２菅生公民館の項及び置塩公民館の項を次のように改める。 

菅生公民館 第１会議室 ５００ ７００ ５００ 

第２会議室 ５００ ７００ ５００ 

第３会議室 ６００ ７００ ６００ 

和室 ３００ ４００ ３００ 

軽運動室 ２，１００ ２，６００ ２，１００ 

料理実習室 １，４００ １，８００ １，４００ 

置塩公民館 第１会議室 ６００ ８００ ６００ 

第２会議室 ５００ ７００ ５００ 

第３会議室 ３００ ４００ ３００ 

和室 ３００ ４５０ ３００ 

体育館 ６，３００ ８，４００ ６，３００ 

工作実習室 ８００ １，１００ ８００ 

料理実習室 １，０００ １，３００ １，０００ 
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別表第２に次のように加える。 

香呂南公民館 第１会議室 １,０００ １，４００ １,０００ 

第２会議室 ２００ ３００ ２００ 

和室 ２００ ３００ ２００ 

料理実習室 ６００ ８００ ６００ 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施

行する。 

⑴ 附則第４項 公布の日 

⑵ 別表第２菅生公民館の項及び置塩公民館の項の改正規定（同表置塩公民館の項

に係る部分に限る。）並びに次項 令和８年８月１日 

⑶ 別表第１に次のように加える改正規定及び別表第２に次のように加える改正規

定並びに附則第５項 令和８年９月１日 

⑷ 別表第２菅生公民館の項及び置塩公民館の項の改正規定（同表菅生公民館の項

に係る部分に限る。）並びに附則第３項 令和８年１０月１日 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の姫路市立公民館条例（以下「改正後の条例」という。）

別表第２置塩公民館の項の規定は、前項第２号に掲げる規定の施行の日以後の使用

に係る使用料について適用する。 

３ 改正後の条例別表第２菅生公民館の項の規定は、附則第１項第４号に掲げる規定

の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。 

 （準備行為） 

４ 姫路市立公民館条例第７条の規定による許可に係る手続その他の行為（改正後の

条例別表第２菅生公民館の項又は置塩公民館の項の規定する室に係るものに限る。 

）は、附則第１項第２号又は第４号に掲げる規定の施行の日前においても行うこと

ができる。 

 （姫路市立香寺いきがいセンター条例の廃止） 
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５ 姫路市立香寺いきがいセンター条例（平成１８年姫路市条例第４５号）は、廃止

する。 
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議  案  第 ２５号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路のまちを美しく安全で快適にする条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

姫路のまちを美しく安全で快適にする条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。 

 

姫路のまちを美しく安全で快適にする条例の一部を改正する条例 

姫路のまちを美しく安全で快適にする条例（平成８年姫路市条例第１号）の一部を

次のように改正する。 

目次中「・第１８条」を「－第１８条の３」に改める。 

第２条第７号中「及び火」を「又は火」に改め、同号を同条第８号とし、同条中第

６号を第７号とし、第２号から第５号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１

号を加える。 

⑵ たばこ たばこ事業法（昭和５９年法律第６８号）第２条第３号に掲げる製造

たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第３８条第２項

に規定する製造たばこ代用品をいう。 

第３章中第１８条の次に次の２条を加える。 

（勧告） 

第１８条の２ 市長は、前条の規定に違反している者に対して、直ちに路上喫煙を中

止するよう勧告することができる。 

（命令） 

第１８条の３ 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧

告に従わないときは、直ちにその勧告に従うべきことを命ずることができる。 
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第２１条中「第１８条の規定」を「第１８条の３に規定する命令」に、「２千円」 

を「２万円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

 

－30－



議  案  第 ２６号   

令和 ８年 ２月１７日   

 

  姫路市長  清 元 秀 泰  

 

姫路市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例 

 姫路市福祉医療費助成条例（昭和４８年姫路市条例第３２号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第９号中「医療保険各法の規定により医療の給付を行う者（以下「保険者」

という。）が負担すべき額（保険者の規約、定款又は運営規則等により医療保険各法

に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合に

おける当該支給又は給付を含む。）」を「次のア及びイに掲げる額」に改め、同号に

次のように加える。 

  ア 医療保険各法の規定により医療の給付を行う者（以下「保険者」という。）

が負担すべき額（保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定

する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合に

おける当該支給又は給付の額を含む。） 

  イ 医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団

体（保険者たる地方公共団体を除く。）又は独立行政法人の負担において行わ

れる医療に関する給付の額 

第３条第１項中「重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。」を「重度精神

障害者の精神疾患による疾病については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律 ( 平成１７年法律第１２３号 ) 第５８条に規定する自立支援医療

費（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 ( 平成１８
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年政令第１０号 )第１条の２第３号に規定する精神通院医療に係るものに限る。）の

支給を受けることができる場合に限る。」に改め、同条第５項中第１号を削り、第２

号を第１号とし、第３号から第５号までを１号ずつ繰り上げ、同条第６項中「前項第

２号から第５号」を「前項第１号から第４号」に改め、同条第７項から第９項までの

規定中「第５項第４号」を「第５項第３号」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第２条及び第３条の規定は、この条例の施行の日以後に

行われる医療に係る福祉医療の支給について適用し、同日前に行われる医療に係る

福祉医療費の支給については、なお従前の例による。 
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議  案  第 ２７号   

令和 ８年 ２月１７日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

姫路市国民健康保険条例（昭和３４年姫路市条例第５号）の一部を次のように改正

する。 

第１５条の２を次のように改める。 

（保険料の賦課額） 

第１５条の２ 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 

⑴ 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（政令第２９条の７

第１項第１号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。） 

⑵ 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額（政

令第２９条の７第１項第２号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下

同じ。） 

⑶ 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（政令第２９条の７第１項第３

号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した介護

納付金賦課額（同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

⑷ 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課

額（政令第２９条の７第１項第４号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課額

をいう。以下同じ。） 

第１６条第１号イ中「、高齢者医療確保法」を「及び高齢者医療確保法」に、「及

び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「介護納付金」という。）」の次に「並
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びに子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による納付金（以下「 

子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、同号カ中「並びに介護納付金」を 

「、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金」に改め、同条第２号イ中「、病床

転換支援金等及び介護納付金」を「及び病床転換支援金等、介護納付金並びに子ども

・子育て支援納付金」に改める。 

 第１７条の７の２第１号中「同じ。）」の次に「の額」を加える。 

第１７条の７の５第１項第３号ア中「イ又はウに掲げる世帯」を「特定世帯又は特

定継続世帯」に改める。 

第１７条の８第１号中「同じ。）」の次に「の額」を加える。 

第１８条の２の次に次の５条を加える。 

（子ども・子育て支援納付金賦課総額） 

第１８条の２の２ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第１８

条の３及び第１８条の５から第１８条の７までの規定により子ども・子育て支援納

付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含

む。）の総額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。）は、第１号

に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定

した額とする。 

⑴ 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民

健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付

に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額 

イ 第１８条の７に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額の被保

険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額 

⑵ 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受

ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る

。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 
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イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項、第７２条の３の

２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

（子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第１８条の２の３ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該 

 世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総

額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に、当該世帯に属する１

８歳以上被保険者（政令第２９条の７第５項第３号に規定する１８歳以上被保険者

をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額の総額を加算し

た額とする。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定） 

第１８条の２の４ 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の

所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定す

る。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率） 

第１８条の２の５ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとす

る。 

⑴ 所得割 子ども・子育て支援納付金賦課総額から、第１８条の２の２第１号イ

に掲げる額の見込額から同号イに係る同条第２号に掲げる額の見込額を控除した

額を控除した額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係

る額」という。）の１００分の４６に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の

総所得金額等（政令第２９条の７第５項第４号ただし書に規定する場合にあって

は、国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号）第３２条の１０の

２に規定する方法により補正された後の金額とする。）の総額で除して得た数 

⑵ 被保険者均等割 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に係る額

の１００分の３８に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２箇年度の各

年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額 

⑶ １８歳以上被保険者均等割 第１８条の２の２第１号イに掲げる額の見込額か
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ら同号イに係る同条第２号に掲げる額の見込額を控除した額を、当該年度の前年

度及びその直前の２箇年度の各年度における１８歳以上被保険者の数等を勘案し

て算定した数で除して得た額 

⑷ 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウま

でに定めるところにより算定した額 

 ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 子ども・子育て支援納付金賦課額の

保険料率の算定に係る額の１００分の１６に相当する額を当該年度の前年度及

びその直前の２箇年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案し

て算定した数から特定世帯の数に２分の１を乗じて得た数と特定継続世帯の数

に４分の１を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額 

イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に２分の１を乗じて得た額 

ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に４分の３を乗じて得た

額 

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第３位未満の端数

又は１０円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければ

ならない。 

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第１８条の２の６ 第１８条の２の３の子ども・子育て支援納付金賦課額は、政令第

２９条の７第５項第１０号に規定する額を超えることができない。 

第１８条の３第１項第１号中「第３号」の次に「並びに第４項」を加え、同項第２

号中「政令」を「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）」に改め、同項第３

号中「地方税法第７０３条の５」を「同法第７０３条の５」に、「政令」を「地方税

法施行令」に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ども・子

育て支援納付金賦課額は、第１８条の２の３の子ども・子育て支援納付金賦課額か

ら、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が前条

に規定する額を超える場合には、当該額）とする。 
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⑴ 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定

める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に

定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当

該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の 

 被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額 

 に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課

額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額

及びウに掲げる額を合算した額 

 ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率 

 に１０分の７を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に

１０分の７を乗じて得た額 

⑵ 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定

める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に

定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務

が発生した場合にはその発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被

保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に同法第７０３条の５に規定する

地方税法施行令で定める金額を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係

る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該

世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被

保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に

当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額
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の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及

びウに掲げる額を合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率

に１０分の５を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に 

 １０分の５を乗じて得た額 

 ⑶ 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分し 

 て計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定

める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に

定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務

が発生した場合にはその発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被

保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に同法第７０３条の５に規定する

地方税法施行令で定める金額を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係

る保険料の納付義務者であって前２号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当

該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の

被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額

に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課

額の１８歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額

及びウに掲げる額を合算した額 

ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率

に１０分の２を乗じて得た額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に

１０分の２を乗じて得た額 
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第１８条の４中「及び前条第１項」を「、第１７条の７の４、第１７条の１０及び

第１８条の２の４並びに前条第１項（同条第２項又は第３項の規定により読み替えて

準用する場合を含む。）及び同条第４項」に改める。 

第１８条の５第１項中「第３項」を「第４項」に改め、同条第４項中「後期高齢者

支援金等賦課額」と」の次に「、「第１８条の３第１項各号」とあるのは「第１８条 

の３第２項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と」を加え、同項を同条第

５項とし、同条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦 

 課額」と、「第１７条の３」とあるのは「第１８条の２の５」と読み替えるものと

する。 

第１８条の５に次の１項を加える。 

６ 第４項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦

課額」と、「第１８条の３第１項各号」とあるのは「第１８条の３第４項各号」と

、「第１７条の３」とあるのは「第１８条の２の５」と読み替えるものとする。 

第１８条の６第１項中「第２９条の７第５項第８号」を「第２９条の７第６項第８

号」に、「第４項」を「第５項」に改め、同項第１号中「（昭和３３年厚生省令第５

３号）第３２条の１０の２」を「第３２条の１０の３」に改め、同条第６項中「第４

項」を「第５項」に改め、「第１８条の２」と」の次に「、「第１８条の３第１項各

号」とあるのは「第１８条の３第３項の規定により読み替えられた同条第１項各号」

と」を加え、同項を同条第７項とし、同条第５項中「第１７条の７の１０」と」の次

に「、「第１８条の３第１項各号」とあるのは「第１８条の３第２項の規定により読

み替えられた同条第１項各号」と」を加え、同項を同条第６項とし、同条中第４項を

第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。 

４ 第１項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦

課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び１８歳以上被保険
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者均等割」と、「第１７条」とあるのは「第１８条の２の３」と、「第１７条の７

」とあるのは「第１８条の２の６」と読み替えるものとする。 

第１８条の６に次の１項を加える。 

８ 第５項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦

課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び１８歳以上被保険

者均等割」と、「第１７条」とあるのは「第１８条の２の３」と、「第１７条の７

」とあるのは「第１８条の２の６」と、「第１８条の３第１項各号」とあるのは「

第１８条の３第４項各号」と読み替えるものとする。 

第１８条の６の次に次の１条を加える。 

 （１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者の被保険者均等割

額の減額） 

第１８条の７ 世帯に１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者

（以下「１８歳未満被保険者」という。）がある場合における当該１８歳未満被保

険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、

第１８条の２の５の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率

に相当する額（第１８条の３第４項、第１８条の５第３項の規定により読み替えら

れた同条第１項若しくは同条第６項の規定により読み替えられた同条第４項又は前

条第４項の規定により読み替えられた同条第１項若しくは同条第８項の規定により

読み替えられた同条第５項に規定する基準に従い当該１８歳未満被保険者に係る当

該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当す

る額を減額するものとした場合にあっては、当該減額後の額。以下同じ。）から、

当該保険料率に相当する額を控除して得た額とする。 

第２１条第１項中「若しくは第１７条の７の３」を「、第１７条の７の３若しくは

第１８条の２の３」に改め、「第１８条の３第１項各号（同条第２項又は第３項の規

定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額」の次に

「若しくは同条第４項各号に定める額」を、「第１８条の５第１項（同条第２項」の

次に「又は第３項」を加え、「第１７条の３の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料
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率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額若しくは第１８条の５第３項第１号（同条第

４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）」を「額、

同条第４項（同条第５項又は第６項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次

項において同じ。）に定める額若しくは第１８条の７」に改め、同条第２項中「若し

くは第１７条の７の３の額若しくは第１７条の９」を「、第１７条の７の３、第１７

条の９若しくは第１８条の２の３」に改め、「第１８条の３第１項各号に定める額」

の次に「若しくは同条第４項各号に定める額」を加え、「第１７条の３の基礎賦課額

の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額若しくは第１８条

の５第３項第１号」を「額、同条第４項に定める額若しくは第１８条の７」に改め、

同条第３項中「又は第３項」を「、第３項又は第４項」に、「同条第４項各号（同条

第５項又は第６項」を「同条第５項各号（同条第６項、第７項又は第８項」に改め、

同条第４項中「同条第４項」を「同条第５項」に改め、同条第５項中「同条第６項」

を「同条第７項」に改める。 

第２３条中「が賦課期日の属する年の前年中に所得を有する場合には、３月１５日

までに、規則で定める様式による」を「若しくは特定同一世帯所属者の所得その他市

長が必要と認める事項を記載した」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１７条の７の２、第１

７条の７の５、第１７条の８、第１８条の３第１項第２号及び第３号並びに第２３

条の改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第１５条の２、第１８条の２の２から第１８条の２の６

まで、第１８条の３第１項第１号及び同条第４項、第１８条の４から第１８条の７

まで並びに第２１条の規定は、令和８年度以後の年度分の保険料について適用し、

令和７年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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                         議  案  第 ２８号   

                         令和 ８年 ２月１７日   

 

                      姫路市長  清 元 秀 泰 

 

   姫路市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

   姫路市介護保険条例の一部を改正する条例 

 姫路市介護保険条例（平成１２年姫路市条例第４７号）の一部を次のように改正す

る。 

 附則に次の３条を加える。 

 （令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

第１４条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を

賦課する市町村に住所を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定による市町

村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者（同法第

２９４条第３項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみな

された者を含む。）に限る。以下この条及び次条第１項において同じ。）のうち、

令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の給与等（所得税法

第２８条第１項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が５５万１，０

００円以上６５万１，０００円未満である者に限る。）の令和８年度における保険

料率の算定についての第３条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、

第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア及び第１３号アに係る部分に限る。）の規定

の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第

１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３
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第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２

条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が０

を下回る場合には、０とする。以下この項において単に「合計所得金額」という」

とあるのは、「合計所得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条

第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法（昭

和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合に

は、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に令

和７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額

を加えた額によるものとし、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）による特

別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定

する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には、

０とする。以下この項において同じ」とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（

同年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，０００円未満で

ある者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第１項（

第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア

及び第１３号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計

所得金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しく

は第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条

第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用があ

る場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を

控除して得た額とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には、０とする。以下こ

の項において単に「合計所得金額」という」とあるのは、「合計所得金額（地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金

額をいい、当該合計所得金額に所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１

項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、

同条第２項の規定によって計算した金額に１０万円を加えた額によるものとし、租
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税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）による特別控除の適用がある場合には、

当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た

額とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には、０とする。以下この項において

同じ」とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（

同年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未満である者に

限る。）の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第１項（第６号ア

、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア及び第１

３号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項

、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、

第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除して

得た額とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には、０とする。以下この項にお

いて単に「合計所得金額」という」とあるのは、「合計所得金額（地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいい

、当該合計所得金額に所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定

する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２

項の規定によって計算した金額に６５万円から令和７年給与所得控除額（令和７年

中の所得税法第２８条第１項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入

金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定に

よる改正前の所得税法別表第５の給与等の金額として、同表により当該金額に応じ

て求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。）を控除

して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号

）による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第

２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が０を下回る

場合には、０とする。以下この項において同じ」とする。 
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 （令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

第１５条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第

１項の規定の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全て

の世帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げる

者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法

の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

 ⑴ 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険料

の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除く。）

であって、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において

当該保険料を賦課する市町村に住所を有するもの（同法第２９４条第３項の規定

により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。） 

 ⑵ 地方税法第２９５条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分の

同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに

掲げる場合のいずれかに該当するもの 

  ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，０００

円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が

、同年中の給与等の収入金額から５５万円を控除して得た額以下である場合 

  イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，００

０円未満であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額

が１０万円以下である場合 

  ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未満

であり、かつ、１３５万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、６５

万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等

の一部を改正する法律（令和７年法律第１３号）第１条の規定による改正前の

所得税法別表第５（以下「別表第５」という。）の給与等の金額として、別表

第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額

を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

 ⑶ 地方税法第２９５条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分の
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同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに

掲げる場合のいずれかに該当するもの 

  ア 令和７年中の給与等の収入金額が５５万１，０００円以上６５万１，０００

円未満であり、かつ、姫路市市税条例第１７条第３項の規定により算定した金

額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額か

ら５５万円を控除して得た額以下である場合 

  イ 令和７年中の給与等の収入金額が６５万１，０００円以上１６１万９，００

０円未満であり、かつ、姫路市市税条例第１７条第３項の規定により算定した

金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が１０万円以下である場合 

  ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１６１万９，０００円以上１９０万円未満

であり、かつ、姫路市市税条例第１７条第３項の規定により算定した金額から

同年の合計所得金額を控除して得た額が、６５万円から、同年中の給与等の収

入金額から当該給与等の収入金額を別表第５の給与等の金額として、別表第５

により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控

除して得た額を控除して得た額以下である場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第３条第１項の

規定の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し、か

つ、同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第１号被 

保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

 （令和８年度の保険料算定に関する特例減免） 

第１６条 令和８年度分の保険料の減免については、次の各号のいずれかに該当する

第１号被保険者は、第８条第１項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとし

て、同項の規定を適用する。 

 ⑴ 次のいずれにも該当すること。 

  ア 令和７年度において、第３条第１号から第３号までに掲げる者のいずれかに

該当すること。 

  イ その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、前条第１項の規定によ

り令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなさ
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れる者がいること。 

 ⑵ 次のいずれにも該当すること。 

  ア 令和７年度において、第３条第４号又は第５号に掲げる者のいずれかに該当

すること。 

  イ 前条第２項の規定により令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税が

課されている者とみなされる者であること。 

２ 前項の場合における第８条第２項の規定の適用については、同項中「提出しなけ

ればならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、当該者が附則第

１６条第１項各号に該当する者であることが公簿等によって確認することができる

場合は、この限りでない」とする。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議  案  第 ２９号   

令和 ８年 ２月１７日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市立学校条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路市立学校条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市立学校条例の一部を改正する条例 

 姫路市立学校条例（昭和３９年姫路市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

「姫路市立旭陽幼稚園  姫路市網干区坂上４３０番地３   

姫路市立谷外幼稚園  姫路市飾東町豊国１１６４番地９１」 

路市立旭陽幼稚園  姫路市網干区坂上４３０番地３」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表第２中   を「姫 
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議  案  第 ３０号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

姫路市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２６年姫路市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

第８条第２項中「第１４条第６項」を「第１４条第７項」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議  案  第 ３１号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

 

姫路市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を次のように制定する。 

 

姫路市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

姫路市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年姫

路市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第１０条の見出し中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に、「

一般的条件」を「一般的要件」に改め、同条中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等

通園支援事業所」に改める。 

第１１条の見出し及び同条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援

事業所」に改める。 

第１４条の見出し中「防止」を「禁止」に改め、同条中「乳児等通園支援事業者」

を「乳児等通園支援事業所」に改める。 

第１７条第６号中「乳児、幼児の区分ごとの」を削り、同条第７号中「、終了」を

「及び終了」に、「及び」を「その他の」に改める。 

第１９条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。 

第２１条第３項中「係る利用定員」の次に「（子ども・子育て支援法（平成２４年

法律第６５号）第２７条第１項又は第２９条第１項の確認において定める利用定員を

いう。）」を加える。 
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第２３条の次に次の１条を加える。 

（設備及び職員の基準の特例） 

第２３条の２ 子ども・子育て支援法第３０条第１項第４号に規定する特例保育を行

う事業者が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支援事業を行う

場合には、前２条の規定は適用しない。 

第２７条後段を削る。 

第２８条中「及びその」の次に「乳児等通園支援事業所の」を加える。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議  案  第 ３２号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市立保育所条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市立保育所条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市立保育所条例の一部を改正する条例 

姫路市立保育所条例（平成２７年姫路市条例第２号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条各号列記以外の部分中「保育所」の次に「（第３号に規定する者にあっては

、市長が規則で定める保育所に限る。）」を加え、同条中第３号を第４号とし、第２

号の次に次の１号を加える。 

⑶ 支援法第３０条の１６に規定する乳児等支援給付認定子ども 

第５条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、第３条第３号に規定する者に係る定員は、市長が規則

で定める。 

第８条を第９条とし、第７条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加える。 

（乳児等通園支援費用） 

第７条 第３条第３号の規定の適用により保育所を利用した乳児等支援給付認定子ど

もの乳児等支援給付認定保護者（支援法第３０条の１５第３項の乳児等支援給付

認定保護者をいう。）は、その受けた乳児等通園支援（支援法第７条第１１項の

乳児等通園支援をいう。次項において同じ。）に要した費用（同項において「乳

児等通園支援費用」という。）を納めなければならない。 

２ 乳児等通園支援費用の額は、支援法第３０条の２０第３項の内閣総理大臣が定め

る基準により算定した費用の額（その額が現に当該乳児等通園支援に要した費用
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の額を超えるときは、当該現に乳児等通園支援に要した費用の額）とする。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議  案  第 ３３号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市駐車施設附置条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市駐車施設附置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市駐車施設附置条例の一部を改正する条例 

姫路市駐車施設附置条例（昭和４８年姫路市条例第２５号）の一部を次のように改

正する。 

 第５条中「特定用途」の次に「（共同住宅を除く。）」を加える。 

別表（イ）の欄中「特定用途」の次に「（共同住宅を除く。）」を、「床面積と」

の次に「共同住宅及び」を加え、同表（エ）の欄中「特定用途」の次に「（共同住宅

を除く。）」を加え、「非特定用途」を「共同住宅及び非特定用途」に改める。 

  附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

－54－



議  案  第 ３４号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市建築確認申請手数料等徴収条例の一部を改正する条例につい

て 

 

姫路市建築確認申請手数料等徴収条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市建築確認申請手数料等徴収条例の一部を改正する条例 

姫路市建築確認申請手数料等徴収条例（平成１２年姫路市条例第１２号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条第１項第４５号の３の２中「第１３７条の１２第６項又は第７項」を「第１

３７条の１２第１１項又は第１２項」に改め、同項第７７号中「マンションの建替え

等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「第

１０５条第１項」を「第１６３条の５９第１項」に改め、「容積率」の次に「又は各

部分の高さ」を加える。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条第１項第４５号の３

の２の改正規定は、公布の日から施行する。 
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議  案  第 ３５号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市営住宅管理条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

姫路市営住宅管理条例（平成９年姫路市条例第２５号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第１号の表中 

「 

下構住宅 

 

姫路市林田町下構１１３番地１ 

姫路市林田町下構１８２番地 

姫路市林田町下構１９８番地１ 

姫路市林田町林谷９２５番地７ 

 を 

 」 

「 

下構住宅 姫路市林田町下構１８２番地 

姫路市林田町下構１９８番地１ 

姫路市林田町林谷９２５番地７ 

に改め、 

                           」 

 別表第２号の表中 

「 

伊伝居住宅 

岩端住宅 

姫路市広峰一丁目１３番１号・２号 

姫路市岩端町１８１番地 
 を 
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                           」 

「 

岩端住宅 姫路市岩端町１８１番地  に改める。 

                           」 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議  案  第 ３６号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市下水道条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市下水道条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市下水道条例の一部を改正する条例 

姫路市下水道条例（昭和３５年姫路市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

第８条中「（管理者が別に定める軽微な工事を除く。）」を削り、「管理者が別に

定める技能を有する者（以下「責任技術者」という。）が専属する」を「次に掲げる

工事を除き、責任技術者（管理者が別に定める技能を有する者をいう。以下同じ。）

を選任している」に改め、同条に次の各号を加える。 

⑴ 管理者が別に定める軽微な工事 

⑵ 災害その他非常の場合において、管理者が他の公共下水道管理者（法第４条第

１項に規定する公共下水道管理者をいう。以下この号において同じ。）の指定を

受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときに、他の公共下水道管理者の

指定を受けた者が行う工事 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議  案  第 ３７号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市給水条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市給水条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市給水条例の一部を改正する条例 

姫路市給水条例（昭和３６年姫路市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項に次のただし書を加える。 

 ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の水道事業者（法第３条第

５項に規定する水道事業者をいう。以下この項において同じ。）又は他の水道事業

者が法第１６条の２第１項の規定により指定をした者（以下これらを「他の水道事 

業者等」という。）が工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。 

第７条第２項中「指定給水装置工事事業者」の次に「又は他の水道事業者等」を加

え、同条第５項中「指定給水装置工事事業者は」を「指定給水装置工事事業者又は他

の水道事業者等は」に改め、「当該指定給水装置工事事業者」の次に「又は当該他の

水道事業者等」を加える。 

第８条第２項中「指定給水装置工事事業者」の次に「又は他の水道事業者等」を加

える。 

第３７条の２第２項中「又は指定給水装置工事事業者」を「若しくは指定給水装置

工事事業者又は他の水道事業者等」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議  案  第 ３８号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市集落排水処理施設条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市集落排水処理施設条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

 姫路市集落排水処理施設条例（平成元年姫路市条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

第８条中「工事は」の次に「、次に掲げる工事を除き」を加え、同条に次の各号を

加える。 

⑴ 管理者が別に定める軽微な工事 

⑵ 災害その他非常の場合において、管理者が他の公共下水道管理者（下水道法（

昭和３３年法律第７９号）第４条第１項に規定する公共下水道管理者をいう。以

下この号において同じ。）の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認め

るときに、他の公共下水道管理者の指定を受けた者が行う工事 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議  案  第 ３９号 

令和 ８年 ２月１７日 

     

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市コミュニティ・プラント条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路市コミュニティ・プラント条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

   

   姫路市コミュニティ・プラント条例の一部を改正する条例 

 姫路市コミュニティ・プラント条例（平成１８年姫路市条例第５４号）の一部を次

のように改正する。 

 第８条中「工事は」の次に「、次に掲げる工事を除き」を加え、同条に次の各号を

加える。 

 ⑴ 管理者が別に定める軽微な工事 

 ⑵ 災害その他非常の場合において、管理者が他の公共下水道管理者（下水道法（

昭和３３年法律第７９号）第４条第１項に規定する公共下水道管理者をいう。以

下この号において同じ。）の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認め

るときに、他の公共下水道管理者の指定を受けた者が行う工事 

 別表安志・長野コミュニティ・プラントの項を削る。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例中第８条の改正規定及び同条に各号を加える改正規定は公布の日から、

別表安志・長野コミュニティ・プラントの項を削る改正規定並びに次項及び附則第

３項の規定は令和８年４月１日から施行する。 

（姫路市コミュニティ・プラント事業分担金徴収条例の一部改正） 

２ 姫路市コミュニティ・プラント事業分担金徴収条例（平成１８年姫路市条例第５

５号）の一部を次のように改正する。 
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別表安志・長野コミュニティ・プラントに汚水を排除しようとする者の項を削り

、同表備考を削る。 

（姫路市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

３ 姫路市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（令和３年姫路市条例第５

４号）の一部を次のように改正する。 

第４条第５項第２号中「３７ , ８７８人」を「３５，０２８人」に改め、同項第

３号中「２０ , ９１０立方メートル」を「１９，４３８立方メートル」に改める。 

別表第２中「、安富町安志、安富町長野」を削る。 
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議  案  第 ４０号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

   姫路市火災予防条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

   姫路市火災予防条例の一部を改正する条例 

 姫路市火災予防条例（昭和３７年姫路市条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

 目次中「第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第３０条の 

３－第３０条の８）」を 
「第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準 

第３章の３ 林野火災の予防（第３０条の９） 

等（３０条の３－第３０条の８） 

               」 
に改める。 

 第３条第１項第１７号サ中「侵入し」を「浸入し」に改める。 

 第７条の２の見出しを「（一般サウナ設備）」に改め、同条第１項中「サウナ室に

設ける放熱設備（以下「サウナ設備」という。）」を「一般サウナ設備（簡易サウナ

設備以外のサウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備をいう。）をいう。以下同じ。）

」に改め、同項第２号及び同条第２項中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め

、同条を第７条の３とし、第７条の次に次の１条を加える。 

（簡易サウナ設備） 

第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型

 サウナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをいう。）又はバレル型サウナ室

 （サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。）に設ける放熱設備で

 あって、定格出力６キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とする
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 ものをいう。以下同じ。）の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければなら

 ない。 

 ⑴ 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性

  の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離

  隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。 

 ⑵ 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断すること 

  ができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、薪を熱源とする簡易サウナ

  設備にあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置

  に消火器を設置した場合は、この限りでない。 

２ 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基準につい

 ては、第３条（第１項第１号、第１０号から第１４号まで及び第１７号から第１８

 号の３まで、第２項第６号、第３項並びに第４項を除く。）及び第５条第１項の規

 定を準用する。 

 第３０条中「火災に関する警報」を「法第２２条第３項に規定する火災に関する警

報（山林、原野等における火災（以下「林野火災」という。）の予防を目的とした火

災に関する警報を含む。）」に改め、同条第６号を削る。 

 第３０条の８第１項第１号中「住宅用防災機器」の次に「、感震ブレーカー」を加

える。 

 第３章の２の次に次の１章を加える。 

   第３章の３ 林野火災の予防 

 （林野火災に関する注意報） 

第３０条の９ 市長は、気象の状況が林野火災の予防上注意を要すると認めるときは

、林野火災に関する注意報を発することができる。 

２ 前項の規定による注意報が発せられたときは、注意報が解除されるまでの間、姫

 路市消防本部及び消防署の設置等に関する条例（昭和４１年姫路市条例第３号）第

 ４条に規定する消防署の管轄区域内に在る者は、第３０条各号に定める火の使用の

 制限に従うよう努めなければならない。 

 第３６条第１項第６号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、同号を同項
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第７号とし、同項第５号の次に次の１号を加える。 

⑹ 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。）のある場所 

 第５３条第６号の次に次の１号を加える。 

⑹の２ 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。） 

第５３条第７号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改める。 

第５４条第１号中「行為」の次に「（たき火を含む。）」を加える。 

附 則 

 この条例中目次、第３条第１項第１７号サ及び第３０条の改正規定、同条第６号を

削る改正規定、第３章の２の次に１章を加える改正規定並びに第５４条第１号の改正

規定は公布の日から、第７条の２の見出し及び同条の改正規定、同条を第７条の３と

し、第７条の次に１条を加える改正規定、第３０条の８第１項第１号及び第３６条第

１項第６号の改正規定、同号を同項第７号とし、同項第５号の次に１号を加える改正

規定、第５３条第６号の次に１号を加える改正規定並びに同条第７号の改正規定は令

和８年３月３１日から施行する。 
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                         議  案  第 ４１号   

令和 ８年 ２月１７日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用

及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 

姫路市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用

ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用

及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正す

る条例 

姫路市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用

ポスターの作成の公営に関する条例（平成６年姫路市条例第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第９条第１号中「５４１円３１銭」を「５８６円８８銭」に改め、同条第２号中「

２８円３５銭」を「３０円７３銭」に、「５８６，９０５円」を「６０９，６９０円

」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の第９条第１号及び第２号の規定は、この条例の施行の日

（以下「施行日」という。）以後その期日を告示される姫路市の議会の議員及び長

の選挙（以下「選挙」という。）について適用し、施行日の前日までにその期日を
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告示された選挙については、なお従前の例による。 
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  議  案  第 ４２号   

令和 ８年 ２月１７日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の

公営に関する条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条

例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の

公営に関する条例の一部を改正する条例 

姫路市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条

例（平成１９年姫路市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

 第４条及び第５条中「７円７３銭」を「８円３８銭」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の第４条及び第５条の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後その期日を告示される姫路市の議会の議員及び長の選挙

（以下「選挙」という。）について適用し、施行日の前日までにその期日を告示さ

れた選挙については、なお従前の例による。 
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議  案  第 ４３号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

包括外部監査契約の締結について 

 

包括外部監査契約を下記のとおり締結したい。 

地方自治法第２５２条の３６第１項の規定により提出する。 

記 

１ 契 約 の 目 的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契 約 の 始 期 令和８年４月１日 

３ 契 約 金 額 １４，９００，０００円を上限とする額 

４ 費用の支払方法 監査の結果に関する報告提出後に一括払い 

５ 契約の相手方 住所  

          氏名 因幡 健 

          資格 公認会計士 
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姫路市長　　清　元　秀　泰

市道路線の認定及び廃止について

下記路線を市道として認定し、及び廃止したい。

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項の規定によ

り提出する。

記

議　　案　　第　４４号

令和　８年　２月１７日

１　認定する路線

重要な

路　 線　 名

起　　　　　　　　　　点

終　　　　　　　　　　点 経過地

水上 ２２０号線

姫路市保城２０７番３地先

姫路市保城２０６番９地先

城北 ３４９号線

姫路市八代本町一丁目５５２番１０地先

姫路市八代本町一丁目５５２番１地先

城北 ３５０号線

姫路市上大野一丁目６６１番１１地先

姫路市上大野一丁目６５０番１７地先

城北 ３５１号線

姫路市上大野一丁目８０８番１１７地先

姫路市上大野一丁目６５０番６地先

安室 ３９９号線

姫路市御立中六丁目６７０番１地先

姫路市御立中七丁目９７７番６地先

安室 ４１８号線

姫路市�井一丁目７７４番２７地先

姫路市�井一丁目８３３番３３地先

2026年1月26日 －議案第　４４号－
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安室 ４１９号線

姫路市御立中七丁目９７７番５地先

姫路市御立中七丁目９７７番１地先

安室 ４２０号線

姫路市御立中六丁目１０１４番４地先

姫路市御立中六丁目１０１４番９地先

安室 ４２１号線

姫路市田寺東四丁目１０９２番３地先

姫路市田寺東四丁目１０８７番１２地先

安室 ４２２号線

姫路市田寺東一丁目１０７１番６０地先

姫路市田寺東一丁目１０７２番７６地先

安室 ４２３号線

姫路市田寺東一丁目１０７２番５８地先

姫路市田寺東一丁目１０７１番５１地先

安室 ４２４号線

姫路市田寺東一丁目１０７２番３８地先

姫路市田寺東一丁目１０７２番７６地先

安室 ４２５号線

姫路市田寺東一丁目１０７１番４６地先

姫路市田寺東一丁目１０７２番５４地先

高岡 ３１４号線

姫路市山吹二丁目１１番９地先

姫路市山吹二丁目１１番１１地先

高岡 ３１５号線

姫路市山吹二丁目５４番８地先

姫路市山吹二丁目６０番９地先

曽左 ２５７号線

姫路市書写６１番４地先

姫路市書写６１番６地先

白鳥 ４５１号線

姫路市青山北三丁目１９８番２地先

姫路市青山北三丁目１９８番１７地先

城東 ２２８号線

姫路市城東町五軒屋４０番１地先

姫路市城東町五軒屋４０番３地先

手柄 ２４０号線

姫路市手柄１６７番５地先

姫路市手柄１６６番２０地先

2026年1月26日
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手柄 ２４１号線

姫路市手柄１６６番１６地先

姫路市手柄１６６番１３地先

荒川 ３８３号線

姫路市苫編８３番８地先

姫路市苫編８３番１０地先

糸引 ２０３号線

姫路市奥山３０７番１６地先

姫路市奥山３２３番３１地先

糸引 ２０４号線

姫路市奥山３２３番２２地先

姫路市奥山３２３番２６地先

糸引 ２０５号線

姫路市奥山３２３番１８地先

姫路市奥山３２３番２０地先

高浜 ３０２号線

姫路市飾磨区上野田六丁目１１４番５地先

姫路市飾磨区上野田六丁目１１４番７地先

飾磨 ５７６号線

姫路市飾磨区構四丁目３１０番地先

姫路市飾磨区構四丁目３１０番地先

飾磨 ５７７号線

姫路市飾磨区今在家六丁目１４０番１０地先

姫路市飾磨区今在家六丁目１４０番９地先

英賀 ３５４号線

姫路市飾磨区山崎１２３番７地先

姫路市飾磨区山崎１４６番９地先

八幡 ３３１号線

姫路市広畑区才７８３番１６地先

姫路市広畑区才１０１０番２１地先

八幡 ４０１号線

姫路市広畑区才４６７番７地先

姫路市広畑区才６４３番１０地先

八幡 ４０２号線

姫路市広畑区才６５４番４７地先

姫路市広畑区才６５４番１９地先

八幡 ４０３号線

姫路市広畑区才６３２番６地先

姫路市広畑区才６３２番１３地先

2026年1月26日 －議案第　４４号の１－
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八幡 ４０４号線

姫路市広畑区才６５４番２２地先

姫路市広畑区才６５４番４５地先

八幡 ４０５号線

姫路市広畑区西蒲田１３９番１地先

姫路市広畑区西蒲田１３９番６地先

八幡 ４０６号線

姫路市広畑区才１０１０番１２地先

姫路市広畑区才１０１０番１５地先

八幡 ４０７号線

姫路市広畑区才９７９番２０地先

姫路市広畑区才９７９番２０地先

八幡 ４０８号線

姫路市広畑区西蒲田１３２番７地先

姫路市広畑区西蒲田１２６番１地先

八幡 ４０９号線

姫路市広畑区西蒲田３６１番１１地先

姫路市広畑区西蒲田３６１番２０地先

広畑 ３１５号線

姫路市広畑区小坂６６番１７地先

姫路市広畑区小坂６６番１１地先

大津 ３４７号線

姫路市大津区西土井２３４番３地先

姫路市大津区西土井２３９番１０地先

大津 ４１４号線

姫路市大津区西土井２３３番３２地先

姫路市大津区西土井２３３番１７地先

大津 ４１５号線

姫路市大津区天満４０４番２０地先

姫路市大津区天満４０４番１５地先

大津 ４１６号線

姫路市大津区平松１００番８地先

姫路市大津区平松９９番９地先

大津 ４１７号線

姫路市大津区平松１００番６地先

姫路市大津区平松９９番５地先

勝原 ３７６号線

姫路市勝原区山戸１８９番２地先

姫路市勝原区山戸１７６番６地先

2026年1月26日
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勝原 ３７７号線

姫路市勝原区山戸８７番１地先

姫路市勝原区山戸８７番１０地先

勝原 ３７８号線

姫路市勝原区山戸６１５番５地先

姫路市勝原区山戸６００番１地先

勝原 ３７９号線

姫路市勝原区山戸６２０番１地先

姫路市勝原区山戸６２０番１地先

勝原 ３８０号線

姫路市勝原区下太田２２８番４地先

姫路市勝原区下太田２２８番９地先

勝原 ３８１号線

姫路市勝原区大谷２５番１２地先

姫路市勝原区大谷２８番４地先

勝原 ３８２号線

姫路市勝原区宮田５４９番１０地先

姫路市勝原区宮田５４９番１１地先

勝原 ３８３号線

姫路市勝原区宮田８番４地先

姫路市勝原区宮田８番１地先

勝原 ３８４号線

姫路市勝原区宮田１４０番７地先

姫路市勝原区宮田１４０番４地先

旭陽 ２６１号線

姫路市網干区高田１９３番５地先

姫路市網干区高田１６６番１２地先

谷内 ７８号線

姫路市飾東町山崎９８６番４地先

姫路市豊富町御蔭２６９５番１地先

谷外 ９１号線

姫路市飾東町庄１２０番１３地先

姫路市飾東町庄９２番１８地先

谷外 １４９号線

姫路市飾東町豊国１００９番２６地先

姫路市飾東町豊国１００９番１６地先

花田 １９９号線

姫路市花田町一本松２９２番２地先

姫路市花田町一本松２８８番５地先

2026年1月26日 －議案第　４４号の２－
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花田 ２００号線

姫路市花田町一本松２８９番１４地先

姫路市花田町一本松２４８番１６地先

花田 ２０１号線

姫路市花田町一本松２８９番９地先

姫路市花田町一本松２４８番６地先

花田 ２０２号線

姫路市花田町上原田１２２番８地先

姫路市花田町上原田１２２番１３地先

別所 ２１８号線

姫路市別所町佐土８２９番１３地先

姫路市別所町佐土８２９番１１地先

香呂 ３０８号線

姫路市香寺町中仁野１３２番５地先

姫路市香寺町中仁野１３２番７地先

２　廃止する路線

重要な

路　 線　 名

起　　　　　　　　　　点

終　　　　　　　　　　点 経過地

安室 ３９９号線

姫路市御立中六丁目６７０番１地先

姫路市御立中七丁目９８０番１０地先

城東 ２２８号線

姫路市城東町五軒屋１番２地先

姫路市城東町五軒屋４０番３地先

英賀 ２６０号線

姫路市飾磨区山崎１５４番４地先

姫路市飾磨区山崎１４９番３地先

八幡 ３３１号線

姫路市広畑区才７８３番１６地先

姫路市広畑区才７８３番５地先

大津 ３４７号線

姫路市大津区西土井２３９番２５地先

姫路市大津区西土井２３８番１地先

谷外 ９１号線

姫路市飾東町庄１２０番１３地先

姫路市飾東町庄９５番５地先

2026年1月26日
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保城

西中島

西中島

船
場
川

JR
播
但
線

野
里
駅

県道砥堀
本町線

市立水上小学校

１

　認定

番 号 路　線　名

１ 水上２２０号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500
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１

八代本町二丁目

八代本町一丁目

本町

坊主町

船
場
川

大野川

　認定

番 号 路　線　名

１ 城北３４９号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500
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北平野二丁目

上大野一丁目

上大野二丁目

北平野台町

梅ケ谷町

北平野三丁目

大
野
川

　認定

番 号 路　線　名

２ 城北３５１号線

《参考》市道路線認定位置図

S=1:2,500

１ 城北３５０号線

１

２

上大野六丁目
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県
道
姫
路
環
状
線

１

御立中七丁目

御立北一丁目

御立北三丁目

御立中五丁目
御立中六丁目

御立東六丁目

２

１

御立東三丁目

３

御立中二丁目

《参考》市道路線認定廃止位置図
S=1:2,500

　認定

路　線　名番 号

１

２

３ 安室４２０号線

安室４１９号線

安室３９９号線

路　線　名

安室３９９号線

　廃止

番 号

１
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北今宿一丁目

北今宿二丁目

北今宿三丁目

水
尾
川

主
要
地
方
道
姫
路
神
河
線

　　井一丁目

　　井二丁目

　　井五丁目

S=1:2,500

《参考》市道路線認定位置図

　認定

番 号 路　線　名

１ 安室４１８号線

１
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県道姫路環状線

北平野台町

梅ヶ谷町

田寺東四丁目

御立東五丁目

御立東一丁目

田寺東三丁目

S=1:2,500

《参考》市道路線認定位置図

　認定

番 号 路　線　名

１ 安室４２１号線

１
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田寺東一丁目

田寺山手町

田寺東二丁目

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500

　認定

番 号

１

２

路　線　名

安室４２２号線

安室４２３号線

３

４

安室４２４号線

安室４２５号線

１

２

３

４

田寺東三丁目
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１

県
道
田
寺
今
在
家

山吹二丁目

主
要
地
方
道
姫
路
上
郡
線

山吹二丁目

上手野

御立西一丁目

田寺四丁目

２

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500

　認定

番 号

１

２

路　線　名

高岡３１４号線

高岡３１５号線
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主要地方道姫路上郡線

S=1:2,500

書写台三丁目

S=1:2,500

《参考》市道路線認定位置図

　認定

番 号 路　線　名

１ 曽左２５７号線

１

書写

書写
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青山北二丁目

青山北一丁目

飾西

青山北三丁目

菅
生
川

余
部
駅

県道余部
停車場線 県

道
姫
路
新
宮
線

JR姫
新
線

　認定

番 号 路　線　名

１ 白鳥４５１号線

S=1:2,500

《参考》市道路線認定位置図

１
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１

１ 城東町五軒屋

五軒邸四丁目

同心町

五軒邸三丁目

城東町竹之門

城東町中河原

城東町

五郎右衛門邸

野里東同心町

野里新町

野里

国
道
３
７
２
号

国道３７２
号

市立城東小学校

J
R播
但
線

S=1:2,500

　認定

番 号 路　線　名

１ 城東２２８号線

　廃止

番 号 路　線　名

１ 城東２２８号線

《参考》市道路線認定廃止位置図
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船
場
川

飯田

手柄

飯田三丁目

手柄一丁目

手柄二丁目

国道２号（姫路バイパス）

主
要
地
方
道
姫
路
港
線

山
陽
電
鉄
本
線

亀山

１ ２

　認定

番 号 路　線　名

１ 手柄２４０号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500

手柄２４１号線２

市立手柄保育所
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苫編

飾磨区高町

苫編南一丁目

飾磨区高町二丁目

苫編南二丁目

苫編

町坪

大
井
川

国道２号（姫路バイパス）

県道
和久
今宿
線

JR
山
陽
本
線

　認定

番 号 路　線　名

１ 荒川３８３号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500

１
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１
２

３

奥山

継

白浜町

国道２号（姫路バイパス）

糸引２０３号線

　認定

番 号 路　線　名

１

２

３

糸引２０４号線

糸引２０５号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500

県道北原八家線 －90－



１

飾磨区上野田五丁目

飾磨区上野田四丁目

飾磨区堀川町

飾磨区上野田六丁目 飾磨区阿成植木

県
道
中
島
姫
路
停
車
場
線

国道２号（姫路バイパス）

飾磨区阿成鹿古

　認定

番 号 路　線　名

１ 高浜３０２号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500
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１

飾磨区構四丁目

飾磨区構二丁目

玉手一丁目

水
尾
川

県道付城細江線

玉手二丁目

玉手三丁目

市立飾磨西中学校

　認定

番 号 路　線　名

１ 飾磨５７６号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500
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１
飾磨区今在家六丁目

飾磨区今在家七丁目

飾磨区蓼野町

飾磨区今在家三丁目

市立津田小学校

市立津田幼稚園

県
道
田
寺
今
在
家
線

山陽電鉄網
干線

水尾
川

飾磨区加茂

　認定

番 号 路　線　名

１ 飾磨５７７号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500
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１

飾磨区山崎

飾磨区富士見ケ丘町

飾磨区付城

飾磨区城南町一丁目

飾磨区英賀保駅前町

飾磨区英賀春日町一丁目

飾磨区英賀春日町二丁目

県
道
和
久
今
宿
線

県
道
英
賀
保
停
車
場
線

県
道
姫
路
環
状
線

JR
山
陽
本
線

英
賀
保駅

１

　認定

番 号 路　線　名

１ 英賀３５４号線

《参考》市道路線認定廃止位置図
S=1:2,500

　廃止

番 号

１

路　線　名

英賀２６０号線

苫編
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広畑区才

JR山
陽本線

県道和久今宿線

５

広畑区才

６

１

１

２

４

３

《参考》市道路線認定廃止位置図

S=1:2,500

　認定

番 号 路　線　名

３

八幡４０３号線

２

八幡４０２号線

１

八幡４０４号線

４

八幡４０１号線

八幡４０６号線

５

６

八幡３３１号線

　廃止

番 号

１

路　線　名

八幡３３１号線
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２

３

広畑区西夢前台４丁目

県
道
広
畑
青
山
線

夢
前
川

広畑区西夢前台５丁目

JR山陽新幹線

１

広畑区西蒲田

広畑区西蒲田

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500

　認定

番 号

１

２

路　線　名

八幡４０５号線

八幡４０８号線

３ 八幡４０９号線
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　認定

番 号 路　線　名

１ 八幡４０７号線

S=1:2,500

《参考》市道路線認定位置図

JR山陽本線

広畑区才

広畑区則直

１

広畑区則直

広畑区才
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JR山陽本線

はりま勝原駅

勝原区熊見

広畑区則直

広畑区京見町

広畑区小坂

汐
入
川

県道和久今宿線

大津区西土井 　認定

番 号 路　線　名

１ 広畑３１５号線

S=1:2,500

《参考》市道路線認定位置図

１
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大津区西土井

勝原区熊見

大津区大津町一丁目

汐
入
川

県道和久今宿線

はりま勝原駅JR山陽本線

１

１ ２

番 号 路　線　名

２ 大津４１４号線

《参考》市道路線認定廃止位置図
S=1:2,500

　廃止

番 号

１

路　線　名

大津３４７号線

　認定

１ 大津３４７号線
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大津区天満

大津区大津町三丁目

大津区北天満町

１

　認定

番 号 路　線　名

１ 大津４１５号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500

県立姫路南高等学校
県立姫路海稜高等学校
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大
津
茂
川

大津区平松

県
道
大
江
島
太
子
線

網干区大江島

網干区田井

１

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500

　認定

番 号

１

２

路　線　名

大津４１６号線

大津４１７号線

２
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西
汐
入
川

県道和久今宿線

勝原区山戸

勝原区宮田

勝原区勝原町

１

２

３

JR山陽本線

《参考》市道路線認定位置図

S=1:2,500

　認定

番 号

１

２

勝原３７６号線

勝原３７７号線

３ 勝原３８４号線

路　線　名
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勝原区山戸

１

勝原区丁

勝原区宮田

西汐入川

県
道
大
江
島
太
子
線

市立勝原小学校
市立勝原幼稚園

JR山陽本線

２

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500

　認定

２ 勝原３７９号線

番 号 路　線　名

勝原３７８号線１
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　認定

番 号 路　線　名

１ 勝原３８０号線

S=1:2,500

《参考》市道路線認定位置図

県
道
大
江
島
太
子
線

勝原区下太田
１

勝原区下太田

勝原区丁
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勝原区大谷

県立太子高等学校
太子町

主
要
地
方
道
太
子
御
津
線

S=1:2,500

《参考》市道路線認定位置図

　認定

番 号 路　線　名

１ 勝原３８１号線

１

太子町
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S=1:2,500

勝原区宮田

網干区坂出

網干区和久 大
津
茂
川

路　線　名

　認定

勝原３８２号線

番 号

１

S=1:2,500

《参考》市道路線認定位置図

１

県道和久今宿線
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１

県道和久今宿線

勝原区宮田

県
道
大
江
島
太
子
線

大
津
茂
川

勝原区宮田

　認定

番 号 路　線　名

１ 勝原３８３号線

S=1:2,500

《参考》市道路線認定位置図

網干区田井
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県道網干停車場新舞子線

主
要
地
方
道
太
子
御
津
線

網干区高田

S=1:2,500

《参考》市道路線認定位置図

　認定

番 号 路　線　名

１ 旭陽２６１号線

１

網干区高田

網干区福井
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国道
３７
２号

飾東町山崎

豊富町神谷
豊富町御蔭

　認定

番 号 路　線　名

１ 谷内　７８号線

S=1:6,000

《参考》市道路線認定位置図

１ 天川
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２

１

１

花田町上原田

飾東町庄

花田町小川

国道３７２号

花田町加納原田

　廃止

番 号 路　線　名

１ 谷外　９１号線

谷外　９１号線

路　線　名番 号

　認定

１

２ 花田２０２号線

S=1:2,500

《参考》市道路線認定廃止位置図

－110－



飾東町豊国

飾東町塩崎

国
道
３
７
２
号

天
川

市立城山中学校

S=1:2,500

《参考》市道路線認定位置図

　認定

番 号 路　線　名

１ 谷外１４９号線

１

飾東町豊国
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１ ３
２

四郷町山脇

JR山陽本線

花田町一本松

花田町一本松

県
道
妻
鹿
花
田
線

JR山陽新幹線

花田１９９号線

　認定

番 号 路　線　名

１

２

３

花田２００号線

花田２０１号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500

国道２号

市
川

－112－



１
別所町佐土

別所町佐土一丁目

別所町佐土

別所町佐土三丁目

天
川

国
道
２
号

国
道
３
１
２
号
（
播
但
連
絡
道
路
）

JR山
陽
本
線

JR山
陽
新
幹
線

県
道
姫
路
明
石
自
転
車
道
線

県
道
大
塩
別
所
線

　認定

番 号 路　線　名

１ 別所２１８号線

《参考》市道路線認定位置図
S=1:2,500
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香寺町中仁野

香寺町犬飼

香寺町中屋

国
道
３
１
２
号

JR
播
但
線

恒
屋
川

　認定

番 号 路　線　名

１ 香呂３０８号線

S=1:2,500

《参考》市道路線認定位置図

１
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議  案  第 ４５号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画を定め 

ることについて 

 

辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画を別紙のとおり定めた

い。 

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和

３７年法律第８８号）第３条第１項の規定により提出する。 
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別紙 

 

 

総 合 整 備 計 画 

 

兵庫県 姫路市 坊勢島辺地    

（辺地の人口 1,828 人 面積 1.9ｋ㎡）   

 

１ 辺地の概況 

 (1) 辺地を構成する町又は字の名称    姫路市家島町坊勢 

 (2) 地域の中心の位置          姫路市家島町坊勢４３番１ 

 (3) 辺地度点数             １２９点 

 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

坊勢地域は、島内に集落が分散しており、この集落間を結ぶ道路は未改良又は狭隘

であることから車両等の通行困難な箇所が多く、日常生活に支障を来している状況で

ある。このような不便な状況を解消し、生活の利便性を向上させるために道路整備を

推進する。 

また、水源に乏しい島内への給水を行っている海底送水管は、供用開始後４０年近

くが経過し、老朽化が進んでいる。このため、将来にわたって安定給水を継続するた

めに設備の更新を推進する。 

また、坊勢スポーツセンターは、温水プールや体育館などを備える複合スポーツ施

設である。当施設は、築２３年が経過し、屋根や外壁、空調設備の老朽化が進行し、

適切な利用環境の維持が困難な状態となっていることから、施設の長寿命化を図るた

めの改修工事を実施する。 

 

３ 公共的施設の整備計画 

          令和８年度から令和１２年度まで ５年間 

 

  

事 業 費 
財 源 内 訳 

一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 

  

施設名 主体名 特定財源 一般財源 

市道坊勢

南北線 
姫路市 ６４０，４００ ０ ６４０，４００ ６４０，４００ 

海底送水

管（家島・

坊勢島間） 

姫路市 １，２４８，３７３ ８７８，００７ ３７０，３６６ ３７０，３００ 

坊勢スポ

ーツセン

ター 

姫路市 ３１４，０００ ０ ３１４，０００ ３１４，０００ 

合  計 ２，２０２，７７３ ８７８，００７ １，３２４，７６６ １，３２４，７００ 

 

事業 

（単位 千円） 
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議  案  第 ４６号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について 

 

 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律（平成１３年法律

第１２０号）第３条第１項の規定により本市の特定の事務を取り扱う郵便局を下記の

とおり指定したい。 

 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第３条第３項の規

定により提出する。 

記 

１ 指定する郵便局の名称 

  別表第１から別表第３までに記載のとおり 

２ 指定する郵便局において取り扱う事務 

 ⑴ 別表第１に掲げる郵便局 

 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第２条第１項

第６号から第９号までに規定する事務（同項第８号に規定する事務にあっては、

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

２５年法律第２７号）第１７条第１項の規定に基づく同法第２条第７項の個人番

号カードの交付の申請の受付に限る。） 

 ⑵ 別表第２に掲げる郵便局 

 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第２条第１項

第６号から第９号までに規定する事務（同項第８号に規定する事務にあっては、

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第１７

条第１項の規定に基づく同法第２条第７項の個人番号カードの交付の申請の受付

に限る。） 
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 ⑶ 別表第３に掲げる郵便局 

 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第２条第１項

第８号及び第９号に規定する事務（同項第８号に規定する事務にあっては、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第１７条第

１項の規定に基づく同法第２条第７項の個人番号カードの交付の申請の受付に限

る。） 

３ 事務を取り扱う期間 

 ⑴ 別表第１に掲げる郵便局 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 ⑵ 別表第２に掲げる郵便局 

 令和８年８月３日から令和１３年３月３１日まで。ただし、前項第２号に規定

する事務のうち、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法

律第２条第１項第６号及び第７号の事務については、令和８年１０月１日から令

和１３年３月３１日まで 

 ⑶ 別表第３に掲げる郵便局 

令和８年８月３日から令和１３年３月３１日まで 

 

別表第１ 

名 称 

姫路郵便局 

 

別表第２ 

名 称 

御着郵便局、飾西郵便局、姫路江鮒郵便局、姫路下手野郵便局、網干駅前郵

便局及び菅生澗郵便局 

 

別表第３ 
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名 称 

姫路南郵便局、香寺郵便局、姫路豊国郵便局、姫路谷内郵便局、姫路四郷郵

便局、姫路砥堀郵便局、姫路豊富郵便局、姫路西中島郵便局、仁豊野郵便局

、姫路花田郵便局、姫路別所郵便局、姫路山田郵便局、溝口郵便局、姫路大

野町郵便局、姫路野里門郵便局、姫路神屋郵便局、姫路五軒邸郵便局、姫路

白国郵便局、姫路橋元郵便局、姫路二本松郵便局、姫路日出郵便局、姫路北

条郵便局、姫路元塩郵便局、姫路八代郵便局、姫路北平野郵便局、姫路大工

町郵便局、姫路城の西郵便局、姫路荒川郵便局、姫路今宿郵便局、姫路船場

郵便局、姫路中地南郵便局、姫路辻井郵便局、姫路土山郵便局、姫路高岡郵

便局、姫路手柄郵便局、姫路将軍橋郵便局、姫路南駅前郵便局、姫路立町郵

便局、姫路御立郵便局、飾磨清水郵便局、姫路下野田郵便局、姫路妻鹿郵便

局、姫路白浜郵便局、姫路白浜北郵便局、姫路市役所前郵便局、姫路的形郵

便局、姫路八家郵便局、大塩郵便局、家島坊勢郵便局、家島郵便局、姫路天

神郵便局、飾磨英賀郵便局、英賀保駅前郵便局、姫路今在家郵便局、姫路恵

美酒郵便局、姫路津田郵便局、姫路細江郵便局、姫路小松郵便局、姫路西蒲

田郵便局、姫路長町郵便局、姫路広畑郵便局、姫路広畑本町郵便局、網干本

町郵便局、姫路網干郵便局、姫路田井郵便局、姫路浜田郵便局、姫路大津郵

便局、姫路吉美郵便局、姫路天満郵便局、姫路山戸郵便局、広畑才郵便局、

姫路余部郵便局、網干宮内郵便局、太市郵便局、姫路書写郵便局、姫路美ノ

脇郵便局、林田郵便局、姫路峰相郵便局、姫路青山北郵便局、姫路青山郵便

局、安富郵便局、富栖郵便局、夢前四辻郵便局、夢前糸田郵便局及び夢前郵

便局 
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議  案  第 ４７号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

議決更正について 

 

令和７年１０月３日議案第１２２号にて議決を得た農村地域防災減災事業阿成井堰

改修（その１）工事請負契約の件中、契約金額を下記のとおり議決更正したい。 

 

記 

 「２７９，４６６，０００円」を「３１６，４０６，９９５円」に更正する。 
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                         議  案  第 ４８号   

                         令和 ８年 ２月１７日   

 

                      姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

   姫路市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 姫路市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年姫路市条例第３０号）の一部を次

のように改正する。 

 第５条第２項第２号中「９，７００円」を「１０，０００円」に改め、同号ただし

書中「１４，５００円」を「１５，０００円」に改め、同条第３項中「１００円」を

「４３３円」に改め、「、第２号に該当する扶養親族については１人につき３８３円

を」を削り、「第３号から第６号まで」を「第２号から第５号まで」に改め、同項中

第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げる。 

別表中「１２，９００」を「１３，３４０」に、「１３，７００」を「１４，１７

０」に、「１４，５００」を「１５，０００」に、「１１，３００」を「１１，６７

０」に、「１２，１００」を「１２，５００」に、「９，７００」を「１０，０００

」に、「１０，５００」を「１０，８４０」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第５条第２項及び第３項並びに別表の規定は、この条例

の施行の日以後に支給すべき事由の生じた姫路市消防団員等公務災害補償条例第５

条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）並びに同日前に支給す
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べき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年

金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年

金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事由

の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じ

た同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 
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報  告  第 １ 号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

専決処分の報告について 

 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、下記のとおり専決処分し

たので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

記 

専 決 第 １４号 

専 決 処 分 書 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、次のことについて専決処

分する。 

 

事 件 区 分 道路事故 

損害賠償額 ３０，３４４円 

事件の概要 

令和７年６月１６日９時頃、相手方が運転する普通貨物自動車が姫

路市夢前町寺２０４９番１地先の市道置塩３９号線を走行中、当該

車両に設置された相手方所有のヘリカルアンテナが同市道に繁茂し

てはみ出た樹木に接触し、当該ヘリカルアンテナが損傷したもの 
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報  告  第 ２ 号 

令和 ８年 ２月１７日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

専決処分の報告について 

 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、下記のとおり専決処分し

たので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

記 

専 決 第 １ 号 

専 決 処 分 書 

市長の専決処分事項に関する条例第１号の規定に基づき、次のことについて専決処

分する。 

 

事 件 区 分 交通事故 

損害賠償額 ３９３，９００円 

事件の概要 

令和６年７月５日１０時１０分頃、姫路市勝原区大谷３５６番５地

先の市道勝原１号線において、本市軽貨物自動車が停車中の相手方

軽乗用自動車に接触し、当該車両に損害を与えたもの 
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